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専用フリーダイヤルお問い合わせ対応期間・時間変更等のお知らせ 

 

  株式会社ジオス（以下「ジオス」といいます。）の受講生の皆様にご利用頂

いております専用フリーダイヤル回線のお問い合わせ対応期間の延長等につき、

お知らせ致します。 

 

ジオスは、平成２２年５月３１日付けでホームページに掲載した「専用フリ

ーダイヤルお問い合わせ対応期間・時間変更等のお知らせ」にて、ジオスが現

在開設している専用のフリーダイヤル回線（０１２０－１３４－４４６）のお

問い合わせ対応期間を同年６月４日まで延長する旨をお知らせしておりました

が、同年６月５日以降も、同月１２日まで（日曜日、祝日は除きます。）、更

に延長致します。 

 

なお、同年６月５日から同月１２日までの延長期間においても、 

 

① ジオスが従前開設していた専用フリーダイヤル回線（０１２０－０１１－１

０９）にご連絡頂いても差し支えありませんこと、 
② 上記２つの回線に係る、同年６月５日から同月１２日までの期間中の対応時

間につきましては、いずれも、正午～２０時とさせて頂きますこと（繋がり

にくくなること及び充分な対応は困難であることが予想されますが、何卒ご

容赦下さい。）、 

 

については、同年６月１日から同月４日までと同様です。 

 

 ジオスの破産手続に関しまして、引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、

宜しくお願い申し上げます。 

 

以 上 


